
告 示

�愛媛県告示第５６２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ４０，２００� ４１，７７８� 平成２７年

１２月２１日
平成２７年
４月２０日

駐車場の位置及び収容台数 ３，６２０台 ３，６３１台

駐輪場の位置及び収容台数 ８２５台 １，１２２台 平成２２年
１２月１日

荷さばき施設の位置及び面積 １，２９２� １，３２０� 平成２７年
１２月２１日

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 ５４８．８� ５５８．３�

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…４８８

○ 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４８９

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…４８９

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）…４８９

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４８９

○ 土地改良区役員の就退任の届出（２件）…………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…４８９

○ 土地改良区役員の氏名の変更の届出………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９０

○ 道路の供用開始（県道松山東部環状線）……………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…４９０

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局地域福祉課）…４９０

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９１

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９１

○ 指定居宅介護支援事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９１

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…４９１

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…４９２

公 告

○ 毒物劇物取扱者試験の実施……………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…４９２

○ 製菓衛生師試験の施行…………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９２

○ 調理師試験の実施………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９２

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…４９３

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９３

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９４

○ 資金管理団体の届出………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９４

毎週（火・金）曜日発行 第２６６８号 平成２７年５月１日

平成２７年５月１日金曜日 第２６６８号

愛 媛 県 報

４８８
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�愛媛県告示第５６３号
中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第６５条

第１項の規定により、次のとおり第二種大規模小売店舗立地法特例

区域を定めた。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

松山市一番町二丁目３番６から９まで

松山市大街道二丁目５番１２、５番１３、５番３７、５番３８、５番４２

�������
�愛媛県告示第５６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年５月１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第５６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市久保田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 １５箇所 １６箇所

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後８
時まで

午前６時から午後１０
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５６５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第５６６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム 笑歩会 松前 愛媛県伊予郡松前町筒井３１７番地２ 平成２７年３月３１日 特定施設入居者生
活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム 笑歩会 松前 愛媛県伊予郡松前町筒井３１７番地２ 平成２７年３月３１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秀 野 隆 昭 松山市久保田町３６９番地

〃 池 内 文 典 松山市久保田町３２１番地３

〃 竹 田 安 重 松山市久保田町３３９番地

〃 小 川 邦 弘 松山市久保田町１１１番地１

〃 沼 野 員 典 松山市久保田町３６５番地

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市久保田町３４１番地２

愛 媛 県 報平成２７年５月１日 第２６６８号

４８９
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退 任

�������
�愛媛県告示第５６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市久米地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の届

出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第５７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

監 事 小 原 博 政 松山市久保田町３５６番地

〃 秀 野 雄 二 松山市久保田町１１２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 原 博 政 松山市久保田町３５６番地

〃 池 内 文 典 松山市久保田町３２１番地３

〃 竹 田 安 重 松山市久保田町３３９番地

〃 秀 野 隆 昭 松山市久保田町３６９番地

〃 沼 野 員 典 松山市久保田町３６５番地

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市久保田町３４１番地２

監 事 小 川 邦 弘 松山市久保田町１１１番地１

〃 嶋 屋 忠 則 松山市久保田町３６７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 好 通 昭 松山市来住町２２８番地

〃 窪 田 昌 訓 松山市南土居町４１７番地

〃 仙 波 正 彦 松山市北久米町４４１番地

〃 渡 部 求 松山市鷹子町４６２番地

〃 塩 見 喜 録 松山市久米窪田町８３０番地３

〃 田 中 正 人 松山市久米窪田町２５３番地

〃 忽 那 義 範 松山市高井町１０５３番地

〃 田 中 修 一 松山市来住町２５２番地２

〃 仙 波 武 松山市福音寺町５６２番地

〃 赤 松 邦 彦 松山市南久米町３４０番地

監 事 安 永 公 志 松山市鷹子町９１３番地

〃 柿 本 満 松山市高井町１０８８番地

〃 岸 洋 文 松山市来住町７９３番地

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 宮 崎 純 也 宮 � 純 也

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 良 三 松山市鷹子町乙５９番地４

〃 中須賀 輝 男 松山市久米窪田町１１２０番地

〃 田 中 正 人 松山市久米窪田町２５３番地

〃 高 市 潔 松山市高井町１０１３番地３

〃 篠 浦 保 彦 松山市南土居町３１７番地３

〃 三 好 鐵 己 松山市来住町９５３番地

〃 仙 波 武 松山市福音寺町５６２番地

〃 仙 波 正 彦 松山市北久米町４４１番地

〃 岡 本 修 松山市北久米町５７７番地

〃 赤 松 邦 彦 松山市南久米町３４０番地

監 事 渡 部 宰 松山市久米窪田町１３２番地１

〃 窪 田 昌 訓 松山市南土居町４１７番地

〃 仙 波 顯 松山市福音寺町５１３番地３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市正円寺一丁目３番７から

同市正円寺一丁目２番７まで
平成２７年５月１日

愛 媛 県 報平成２７年５月１日 第２６６８号

４９０
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�愛媛県告示第５７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年５月１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第５７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第５７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第５７５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社金澤 ケアサポートかなざわ 愛媛県宇和島市津島町高田２７４４番地２ 平成２７年３月１日 訪問介護

株式会社希望 デイサービス愛顔 愛媛県宇和島市津島町高田甲２０１６番地
１ 平成２７年３月１日 通所介護

株式会社あけぼの ほっとステーションきらり 愛媛県宇和島市三間町黒井地１５９４番地
２３ 平成２７年３月１５日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

たけし株式会社 たけしケアプランセンター 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７７９番５ 平成２７年３月１日 居宅介護支援

株式会社明幸商事 居宅介護支援事業所きずな湯島 愛媛県八幡浜市１１３２番地 平成２７年３月２５日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社金澤 ケアサポートかなざわ 愛媛県宇和島市津島町高田２７４４番地２ 平成２７年３月１日 介護予防訪問介護

株式会社希望 デイサービス愛顔 愛媛県宇和島市津島町高田甲２０１６番地
１ 平成２７年３月１日 介護予防通所介護

株式会社あけぼの ほっとステーションきらり 愛媛県宇和島市三間町黒井地１５９４番地
２３ 平成２７年３月１５日 介護予防通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社早蕨 居宅介護支援事業所さわらび 愛媛県八幡浜市日土町１番耕地２５６番
地 平成２７年３月１７日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２７年５月１日 第２６６８号
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公 告

�公 告

毒物劇物取扱者試験の実施について

愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規則第２６号）第

４条第１項の規定により、平成２７年毒物劇物取扱者試験を次のとお

り実施する。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２７年８月３日（月）１３時３０分

２ 試験の場所

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町４丁目４－２）

愛媛県中予地方局（愛媛県松山市北持田町１３２）

３ 受験願書の提出期間

平成２７年６月１日（月）から１２日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、中予保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

�������
�公 告

製菓衛生師試験の施行について

製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第４条第１項の規定によ

る平成２７年度製菓衛生師試験を次のとおり施行する。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２７年７月９日（木）１３時００分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２７年６月１日（月）から１２日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�������
�公 告

調理師試験の実施について

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条の２第１項の規定によ

る平成２７年度調理師試験を次のとおり実施する。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２７年８月４日（火）１３時３０分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

または

松山市北持田町１３２番地 愛媛県中予地方局

３ 受験願書の提出期間

平成２７年６月１５日（月）から２６日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県告示第５７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１０５８号 平成２４年
７月３日 �四国造園 宮本 昭次 宇和島市丸穂町３－２－

１８
平成２７年
３月１３日

土木工事業、石工事業
管工事業、造園工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１１０７６号 平成２７年
１月２６日 �城東建設 中畑 孝介 宇和島市坂下津甲４０７－

４４
平成２７年
３月１３日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（特－２１）第１０２８５号 平成２２年
３月２６日 �大塚工務店 大塚 勇敏 西予市明浜町高山甲１４３５

－４
平成２７年
３月１７日

建築工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市三瓶町皆江字コゴウラ１６２番１地先から

同町皆江字トビガス１２２番２地先まで
旧 ３．４～１３１．０ ０．５９３

西予市三瓶町皆江字コゴウラ１６２番１から

同町皆江字トビガス１２２番２まで
新 １４．５～１３１．０ ０．５９３

愛 媛 県 報平成２７年５月１日 第２６６８号

４９２



選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

うだか英治後援会 森 実 隆 生 谷 順 三 四国中央市川之江町１２００－２ 平成２７年３月５日

田中周作後援会 田 中 周 作 田 中 優 子 伊予郡松前町大字筒井１５１５ 平成２７年３月１０日

財政再建の会 鎌 田 善 文 鎌 田 弥 栄 松山市宮西三丁目７－２３ 平成２７年３月１３日

喜多医師連盟 大久保 博 忠 岡 本 和 人 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成２７年３月１９日

愛媛県理学療法士連盟 菊 池 健 蔵 鈴 木 伸 松山市湊町四丁目１－７ 平成２７年３月２０日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

二宮美日後援会 主たる事務所の所在地 北宇和郡鬼北町近永６５６－２ 北宇和郡鬼北町大字小松１３９２ 平成２７年３月６日

民主党愛媛県第１区総支
部 主たる事務所の所在地 松山市大手町一丁目１－６ 松山市喜与町一丁目５－４ 平成２７年３月１２日 政党の支部

代 表 者 都 築 旦 永 江 孝 子

会 計 責 任 者 渡 部 昭 永 江 弘 喜

角田ともえと楽しく未来
を語る会 主たる事務所の所在地 東温市横河原９３０－１１ 松山市来住町１１６４－１ 平成２７年３月１６日

代 表 者 角 田 智 恵 仙 波 伸 美

西山とおる後援会 代 表 者 西 山 正 宣 西 山 徹 平成２７年３月１７日

越智けいろう後援会 会 計 責 任 者 三 橋 清 永 易 真 一 平成２７年３月１９日

篠永誠司後援会 代 表 者 大 西 博 明 篠 原 茂 雄 平成２７年３月２５日

岩城ひろもと後援会 会 計 責 任 者 篠 田 豊 成 田 中 武 文 平成２７年３月２７日

自由民主党愛媛県陸運支
部 会 計 責 任 者 黒 河 敏 則 門 屋 和 彦 平成２７年３月２７日 政党の支部

自由民主党西予支部 主たる事務所の所在地 西予市明浜町俵津３－６２ 西予市宇和町常定寺４６０ 平成２７年３月３０日 政党の支部

代 表 者 酒 井 宇之吉 大 竹 忠 盛

松山維新の会 会 計 責 任 者 菅 泰 晴 栗 原 久 子 平成２７年３月３１日

愛 媛 県 報平成２７年５月１日 第２６６８号

４９３



��������������

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２７年５月１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

西 山 と お る 後 援 会 西 山 正 宣 平成２６年１２月３１日

中 下 元 夫 後 援 会 中 下 元 夫 平成２６年１２月３１日

神 野 け い じ 後 援 会 神 野 敬 二 平成２７年２月２８日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

田 中 周 作 松前町議会議員 田中周作後援会 伊予郡松前町大字筒井１５１５ 田 中 周 作 平成２７年３月１０日

自由民主党愛媛県松山市
第十五支部 会 計 責 任 者 武 知 和 久 宮 本 一 成 平成２７年３月３１日 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

高 須 賀 と し 子 後 援 会 村 上 健 一 平成２６年１２月３１日

平成２７年５月１日 発行

愛 媛 県 報平成２７年５月１日 第２６６８号
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